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高知工業高等専門学校学生相談室規則 

 
 制  定 平成１８年 １月１２日 

 
（趣旨） 

第１条 この規則は、高知工業高等専門学校内部組織規則第４条第６項の規定に基づき、高知

工業高等専門学校学生相談室（以下「相談室」という。）の組織及び運営について、必要な

事項を定める。 

（目的） 

第２条 相談室は、学生のかかえる諸問題に関する相談に応じることにより、学生生活の充実

と人間的成長を助けることを目的とする。 

（業務） 

第３条 相談室は、次の業務を行う。 

（１） 学生の学習や進路に関する相談 

（２） 学生の精神保健に関する相談 

（３） 学生の個人的問題に関する相談 

（４） 相談助言に関する調査研究 

（５） その他学生の相談に関すること 

（組織） 

第４条 相談室は、次の教職員で組織する。 

（１） 室長 

（２） 副室長 

（３） 相談員 若干名 

（４） 健康相談員 

（５） カウンセラー 

（６） その他校長が必要と認めた者 

（相談員） 

第５条 相談員は、本校専任教員の中から、校長が命ずる。 

２ 相談員は、相談室の業務に従事する。 

３ 相談員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

（健康相談員） 

第６条 健康相談員は、本校の看護師をもって充てる。 

２ 健康相談員は、相談員とともに学生の精神保健に関する相談業務に従事する。 

（カウンセラー） 

第７条 カウンセラーは、本校のカウンセラーをもって充てる。 

２ カウンセラーは、相談員とともに学生の精神保健に関する相談業務に従事する。 

（秘密保持） 

第８条 相談室の教職員は、知り得た情報を漏らしてはならない。 

（事務） 

第９条 相談室に関する事務は、学生課において処理する。 
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（雑則） 

第 10 条 この規則に定めるもののほか、相談室の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 高知工業高等専門学校カウンセリングルーム規則は、廃止する。 

附 則 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 
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高知工業高等専門学校学生相談室の運営について 

 

 制  定 平成１８年 １月１２日 
 

 

 高知工業高等専門学校学生相談室規則第１０条の規定に基づき学生相談室（以下「相談室」

という。）の運営について、次のとおり定める。 

 

第１ 相談室の教職員は、業務に支障がない限り、常時相談に応じるものとする。ただし、次 

に掲げる時間帯は、相談室において輪番で相談に応じるものとする。 

（１）月曜日から木曜日 １２：３０～１３：１５及び１６：１５～１７：００ 

（２）金曜日 １３：００～１７：００（カウンセラーのみ） 

 

第２ 相談室の円滑な運営を図るため、相談室連絡会（以下「連絡会」という。）を置く。 

 （１） 室長は、必要に応じ連絡会を主宰する。 

 （２） 室長が必要と認めるときは、相談室の教職員以外の者を連絡会に出席させ意見を聴

くことができる。 

 
  附 則 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 
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